
  令３福情答申第２号 

令和３年４月 19日  

 

福岡市教育委員会 

教育長 星 子 明 夫 様 

（教育委員会指導部教育相談課）  

福 岡 市 情 報 公 開 審 査 会 

会  長   作  間    功 

（総務企画局行政部情報公開室） 

 

公文書公開請求に係る非公開決定処分に対する審査請求について（答申） 

 

福岡市情報公開条例（平成14年福岡市条例第３号）第20条第１項の規定に基づ

き、令和２年６月18日付け教相第128-1号により諮問を受けました下記の審査請求

について、別紙のとおり答申いたします。 

 

記 

 

「別紙（添付）の記１．①②③及び記２．に係る文書」の非公開決定（存否応

答拒否）の件 
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令和２年度諮問第２号 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 

「別紙（添付）の記１．①②③及び記２．に係る文書」（以下「本件対象文書」

という。）について、福岡市教育委員会（以下「実施機関」又は「教育委員会」と

いう。）が行った非公開決定（以下「本件決定」という。）は、妥当である。 

 

第２ 審査請求の趣旨及び経過 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、令和２年５月７日付けで実施機関が審査請求人に対し

て行った本件決定を取り消すよう求めるものである。 

２ 審査請求の経過 

(1) 令和２年４月22日、審査請求人は、実施機関に対し、福岡市情報公開条例（平

成14年福岡市条例第３号。以下「条例」という。）第５条の規定により、本件

対象文書について公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

(2) 令和２年５月７日、実施機関は、条例第10条第１項の規定により、本件対象

文書の存否を明らかにしないで、条例第11条第２項の規定により、本件決定を

行い、その旨を審査請求人に通知した。 

(3) 令和２年５月25日、審査請求人は、本件決定について、これを不服として実

施機関に対して、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第２条及び条例第19

条の２第１項の規定により、本件審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求人及び実施機関の主張等の要旨 

１  審査請求人の主張 

審査請求人は、審査請求書において、概ね次のように主張している。 

本件当該学校長は、「組織として」教育委員会と相談して回答すると自ら電話

で連絡してきたにもかかわらず、未だに回答を放置しているため、本件公開請求

を行ったもので、個人情報には該当しない。    

２ 実施機関の主張 
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実施機関は、弁明意見書及び当審査会における口頭意見陳述において、概ね次

のように主張している。 

(1) 弁明の趣旨 

本件決定は、実施機関が、条例に基づき、慎重に判断した上で行ったもので

あり、正当かつ妥当な処分である。 

  (2) 理由 

① 審査請求人が公開を求める本件対象文書は、「別紙（添付）の記１．①②

③及び記２．に係る文書」であるが、別紙として特定個人から特定中学校校

長あての手紙の写しが添付されており、内容は同校の校納金の返金手続に関

して「１．市教委から本件に係る指示を受けた①月日、②担当課、③担当者

名、２．現金書留発送までの時間経過」を問うものである。以上により、審

査請求人は、特定個人と同校とのやり取り及びそれに対する教育委員会の関

与（現金書留発送までの時間経過）が確認できる公文書の公開を求めている

ものと解される。 

   ② 特定個人が同校に手紙を送付した事実の有無、校納金の返金に関して同校

とやり取りを行っている事実の有無は、条例第７条第１号（以下「第１号」

という。）本文の「個人情報」と解されるところ、本件対象文書の存否を明

らかにすれば、前記の個人情報が明らかになり、非公開情報を公開すること

になるから、実施機関は、条例第10条第１項により本件対象文書の存否を明

らかにしないで当該公開請求を拒否したものである。 

 

第４ 審査会の判断 

上記の審査請求人及び実施機関の主張に対して、当審査会は次のとおり判断する。 

１  存否応答拒否決定について 

条例第10条第１項は、「公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在し

ているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機

関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することがで

きる。」と規定している。この規定は、当該公文書は存在するが非公開とする回

答又は当該公文書は存在しないとする回答によって、非公開とすべき情報につい

ての事実が明らかとなり、本来ならば非公開とすることによって保護される利益
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が害される場合等には当該公開請求を拒否することができるとするものである。 

そこで、以下においては、本件対象文書の存否の情報が、上記規定に該当する

か否かについて検討することとする。 

２ 本件対象文書について 

   審査請求人は、本件公開請求において、「別紙（添付）の記１．①②③及び記

２．に係る文書」の公開を求めているが、本件公開請求書を確認したところ、特

定個人が特定日付けで特定中学校校長にあてた手紙の写しと思われる文書が添付

されており、当該文書には、特定個人が特定中学校との特定案件に関して、教育

委員会から指示を受けた月日、担当課及び担当者名並びに現金書留発送までの時

間経過を尋ねる内容が記載されていることが認められる。このことから、審査請

求人は、当該文書に記載された質問に関する事実関係が記録された公文書の公開

を求めているものと解される。 

   したがって、本件存否応答拒否の判断の相当性の検討においては、特定中学校

校長が特定個人から当該手紙の送付を受けた事実の有無及び当該手紙の内容に関

し特定中学校が教育委員会から何らかの指示を受けた事実の有無（以下「本件存

否情報」という。）を明らかにすることにより、非公開情報を公開することとな

るか否かを判断する必要がある。 

３ 第１号該当性について 

(1) 第１号について 

第１号は、個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す

ることにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人

の権利利益を害するおそれがあるものについては、第１号ただし書アからウま

でに掲げる情報を除いて、非公開情報とするものと定めている。 

第１号ただし書アは、法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にさ

れ、又は公にすることが予定されている情報、第１号ただし書イは、人の生命、

身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報、第１号ただし書ウは、当該個人が公務員等である場

合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報の
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うち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分を非公

開情報の除外事由と定めている。 

また、本号は、個人に関する一切の情報は非公開とする趣旨であり、仮に公

開請求者が自己に関する情報について公開請求をした場合であっても、第三者

からの公開請求の場合と同様に取り扱うことになる。 

(2) 本件存否情報の第１号該当性について 

本件存否情報は、実施機関の職員ではない特定個人に関する情報であって、

これを公開することにより特定個人が誰かを識別することできるため、第１号

本文に該当し、かつ、第１号ただし書アからウまでのいずれにも該当しないと

認められる。 

よって、本件存否情報については、第１号の非公開情報に該当する。 

  (3) 結論 

    本件公開請求については、本件存否情報を明らかにすることにより、第１号

の非公開情報を公開することになるため、実施機関が条例第10条第１項に該当

するとして存否応答拒否を行った本件決定は、妥当である。 

 

以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第５ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年  月  日 処  理  内  容 

令和２年６月18日  諮問（令和２年６月18日付け教相第128-1号） 

令和２年９月25日  実施機関の弁明意見書を収受 

令和２年11月16日（第１部会） 審議 

令和２年12月25日（第１部会） 実施機関の口頭意見陳述、審議 

令和３年１月26日（第１部会） 審議 

令和３年２月26日（第１部会） 審議 

令和３年３月29日（第１部会） 審議 
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第６ 答申に関与した委員 

作間功、五十川直行、大神朋子、大脇成昭 
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